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○上月良祐君 
・・・続きまして、コロナで大変疲弊しております医療機関の関係につきましてちょっと問いた

いと思いますが、まず、歯科医療の金パラの問題について島村政務官にお聞きしたいと思います。 

 もう二年以上、もう私もこの問題にずっと取り組んできておりまして、今回、随時改定の見直し

が行われました。これは悪くないと思います。下降局面ではどうかなと思っていたら、ウクライナ

へのロシア侵攻もあって、今、金もパラも大きく値上がりをしております。現場の先生方は、恐ら

く今日これ聞いていらっしゃる先生もいると思うんですが、本当気が気でない状況だと。これ、島

村政務官そのものが歯科医でいらっしゃいますから一番そう感じていらっしゃるかもしれません

が、今回導入される仕組みでも追い付けないんじゃないかと思うぐらい心配をされているというふ

うに思います。 

 ただ、いずれにしても、随時改定は日経平均でトレンドを追っかけるだけなんですね。一番重要

なのは、二年に一回、診療報酬改定に際して秋頃に行う調査であります。これがトレンドを追いか

ける大本の高さを決めてくれるということで、この平均的購入価格の調査と言われているものをし

っかりやってもらわなきゃいけないということで、全国の歯科の政連の皆さんも各県で調査を今回

はしっかりやられました。 

 それと、金パラへの対応は、保険対象となるハイブリッドレジンとかＣＡＤ・ＣＡＭ冠とかの技

術対象を広げていくということも大変重要だと思っておりますが、これらについて今どんなふうに

調整を進めてこられている 

のか、歯科医でもあり、まさにプロ中のプロであります島村政務官にお聞きをしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○大臣政務官（島村大君） 
 上月委員ありがとうございます。まだ声がかすれていて大変申し訳ございません。 

 今御説明がありましたように、この歯科医療は、まだまだこの口腔内に必要があれば金属を入れ

させていただいております。この金属は、確かにトレンドとしては金属、非金属にはなっています

が、ただ、患者さんによっては適応症といいまして、今、上月先生お話ありましたように、金属以

外、いわゆる白い歯を適応症の方には入れさせていただいていますが、どうしてもこの白い歯の適

応症に合わない方はいまだに金属を入れているのが実態でございます。 

 ですから、この金、銀、パラジウム、現在ロシアと南アフリカからこの金属を調達しております。

今、上月委員からお話ありましたように、ロシアがこういう状況なので今後更にパラジウム等が値

上がりする。もう足下でも日によっては、グラムですよ、一グラムで五百円程度変わっているのが

今の現実です。 

 ですから、そこを上月委員はひもといていただきまして、今日資料をいただいていますように、

皆様方の資料四枚目、これ上月先生がですね、これ厚労省が作った資料じゃないんですよ、上月事

務所が、上月先生が自ら作っていただいて、分かりやすくなっています。で、これを私が解説する



のもおかしいんですが、ちょっとだけ見ていただいて、一番最初の二〇一〇年五月、素材価格七百

五十一円、公示価格六百十九円。現在は、右下の一番下に公示価格が二千九百五十一円と、約三倍

ですよ、三倍違っていると。これ、私が今日質問回答させていただくために、私三十年前に開業し

ましたが、その当時は素材価格グラム二百九十六円。十倍、今、以上なんです。 

 これだけ価格が変わっているということで、我々医療界としては、今回の診療報酬改定でも、再

診料を対比するのはおかしいですが、一点上げてもらうために、ほぼほぼこれは今回の経費で掛か

っている。ということは、十円です。十円上げるために二年掛けていますけど、これは一日で五百

円変わっちゃう。これを是非理解していただくために、実勢価格をしっかりと調べることを上月委

員が我々厚労省に求めていただきまして、しっかりとこの調査の方法を一からやり直しまして、こ

の数を、客体を増やさせていただきました。ですから、本当に実態価格に合った今回診療報酬改定

になったと思っております。 

 ですから、今回は、今お話ししましたように、右下に書いてある二千九百五十一円から今回は実

態価格に合わせていただいて、三千百四十九円になっております。ですから、これは医療機関がプ

ラスにしてほしいというんじゃなくて、実態価格に是非とも合わせていただきたい、これをやって

いただきました。 

 以上です。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
○上月良祐君 
 何というんですか、技術料でこれが高い低いという問題じゃなくて、これ素材なので、素材でも

うけたとか損したとかというのは、歯科医の皆さん方にとって決していいことじゃないと思うんで

す。これ、基本的にやっぱりそこでのもうけとか損とかはないようにしていただきたいというのが

私の原点でありまして、この資料四は、政務官から説明いただきましたけれども、これ、結構骨の

折れる資料だったんですが、告示価格というのは保険償還価格、素材価格というのは、まあ、これ

はインゴットの日経平均ですね。だから、これは実は買う価格ではなくて、理論的な価格なんです、

素材価格というのは、本当はもっと買うのは高くなりますので。そういう意味では、告示価格が三

千百四十九円というのは、僕の計算ではですね、まあまあ今回は本当にちゃんと調査していただけ

たかなというふうに思っております。 

 今回は随時改定の仕組みの見直しも含めて、制度としては今回は非常に多としたいというふうに

思っておりますが、ただ、これは平時だったらそれでよかった、ありがとうございますで終わりな

んですが、ロシアの問題がありますので、パラは四割はロシア依存と聞いています。 

 審議官もおっしゃっていました、政務官もおっしゃっていましたけれども、急激にこれから暴騰

していくようなことがあったときには何か緊急の対策というものが政府全体の中でもいろいろ出

てくるかもしれないので、しっかり備えておいていただきたいと思いますし、もう素材自体が手に

入らないといったような事態となったらこれ大問題ですから、是非とも十分に目を光らせていただ

いて、我々も議連などでもしっかり議論をしていきたいと思いますので、その点を御要望しておき

たいと思います。どうかよろしくお願いをいたしたいと思います。 


